
「事後審査Ⅱ型」の手続きの流れ（総合評価方式の場合）

「事後審査Ⅱ型」の資格確認申請書類

「事後審査Ⅱ型」における入札参加資格確認申請の様式
千葉県ホームページ（一般競争入札のしおり（建設工事等））を参照してください。

建設工事の入札参加者の皆様へ

令和７年度から、一般競争入札（価格競争方式、総合評価方式）による全ての

工事において、入札・開札の後に落札候補者のみの資格審査を行う事後審査型を

適用します。（事後審査Ⅱ型※の導入）

建設・不動産業課
043－223-3116

R7.4.1

一般競争入札(事後審査Ⅱ型)

入札公告

入札書と技術資料の
提出

申請書と資格資料の
提出

開札

落札決定

資格審査

資格確認通知

入札参加を希望する場合、
申請書と資格確認資料を同
時に提出して下さい。
※ファイル容量は10MBまで

入札書と技術評価点を算出
するための技術資料を同時
に提出して下さい。
※ファイル容量は10MBまで

申請確認後、電子入札シス
テム上入札に参加するため
の処理として通知します。
※資格を確認するものではあ
りません。

• 申請締切日（又はその翌日）に、発注者
がシステム上で競争参加資格確認通知を
発行します。

• 資格確認通知の翌日から２日間が入札日
になります。技術資料は入札書の提出時
に提出してください。

• 開札後、落札候補者（最低の価格をもっ
て入札した者、又は評価値の最も高い
者）の入札参加資格を確認するため、
落札を保留し、入札参加者には、保留通
知を発行します。

• 落札候補者の通知・公表は行いません。

• 低入札価格調査制度を適用する工事にお
いて、開札時、調査基準価格を下回る
入札があった場合、当該入札をした者に
低入札価格調査を実施します。

• 落札候補者の資格を確認した後、入札参
加者に落札者決定通知を発行します。

事後審査Ⅱ型の注意事項
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全ての案件で提出が必須です。 資格要件に技術者の保有資格、
施工実績が設定されている場合
に必要です。

全ての案件で提
出が必須です。

工事毎に設定され
た資格要件に基づ
き添付して下さい。

合計10MB以内で一つの電子ファイルにまとめ、電子入札システムで提出してください。
受付締切後の書類の再提出や差し替えはできません。

書類の添付漏れの場合でも、入札参加資格は認められませんので、ご注意ください。

質問受付・回答

設計図書等に対する質問は、
電子メールにより提出して
下さい。

※これまで価格競争方式による一般競争入札で事後審査型を活用していましたが、これと区別するため事後審査Ⅱ型としています。

入札・開札の後に落札候補
者のみの資格審査を行いま
す。


